
○

船
員
に
関
す
る
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
運
輸
省
令
第
一
号
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
実
質
的
に
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
措
置
）

（
実
質
的
に
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
措
置
）

第
二
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七

第
二
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七

条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

船
員
の
募
集
又
は
採
用
に
関
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
船
員
の
身
長
、
体
重
又

一

船
員
の
募
集
又
は
採
用
に
関
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
船
員
の
身
長
、
体
重
又

は
体
力
に
関
す
る
事
由
を
要
件
と
す
る
も
の

は
体
力
に
関
す
る
事
由
を
要
件
と
す
る
も
の

二

船
員
の
募
集
若
し
く
は
採
用
又
は
昇
進
に
関
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
船
員
が

二

船
員
の
募
集
又
は
採
用
に
関
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
船
員
が
住
居
の
移
転
を

住
居
の
移
転
を
伴
う
配
置
転
換
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
件
と
す
る

伴
う
配
置
転
換
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の

も
の

三

船
員
の
昇
進
に
関
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
船
員
が
乗
り
組
む
船
舶
と
航
海
の

三

船
員
の
昇
進
に
関
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
船
員
が
乗
り
組
む
船
舶
と
航
海
の

期
間
又
は
態
様
の
異
な
る
船
舶
に
配
置
転
換
さ
れ
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
要

期
間
又
は
態
様
の
異
な
る
船
舶
に
配
置
転
換
さ
れ
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
要

件
と
す
る
も
の

件
と
す
る
も
の
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